
１１４４２２００１１１１．．５５市市報報たたくく

国
民
健
康
保
険
条
例
を

　
　
　
　
　
　

改
正
し
ま
し
た

仕
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
き
上
げ
ま
す

　

地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
と
も
な
い

保
険
税
の
賦
課
限
度
額
が
平
成　

年
度
分

２３

か
ら
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

 
＊
平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納

２３

　

付
通
知
書
は
、
６
月
中
旬
に
各
世
帯
に

　

郵
送
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　

緯　

−

２
１
５
９

７５

SAGA

国保

国

保

通

信

仕
平
成　

年
度
も
引
き
続
き
、

２３

　

勤
め
先
の
都
合
で
失
業
し
た
方
の

　
　
　
　
　

保
険
税
を
軽
減
し
て
い
ま
す

　

保
険
税
の
計
算
は
、
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
算
定
し
ま
す
が
、
勤
め
先
の
都
合
で

失
業
し
た
方
の
保
険
税
は
、
前
年
の
給
与

所
得
を
１
０
０
分
の　

と
み
な
し
て
算
定

３０

し
ま
す
。

■
対
象
者　

　
　
　

歳
以
下
の
方
で
、

６５

　

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

　
　

（
倒
産
、
解
雇
等
の
事
業
主
の
都
合

　
　
　

に
よ
り
離
職
し
た
方
）

　

②
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
を
持
つ

　
　

特
定
理
由
離
職
者

　
　

（
雇
用
期
間
満
了
等
に
よ
り
離
職
し

　
　
　

た
方
）

■
軽
減
期
間　

　
　

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら

　

そ
の
翌
年
度
末
ま
で

　

※
平
成　

年
度
中
に
離
職
し
た
方
は
、

２２

　
　

平
成　

年
度
ま
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。

２３

■
申
請
方
法

　
　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
印
鑑
を

　

持
っ
て
、
市
民
生
活
課
保
険
年
金
係
の

　

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

健診のアフターケア
賢く利用しましょう

 

 

　

特
定
健
診
の
結
果
に
よ
っ
て
、
市
で
は

保
健
師
・
管
理
栄
養
士
・
看
護
師
が
、
対

象
と
な
っ
た
人
と
一
緒
に
特
定
保
健
指
導

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
特
定
保
健
指
導
は
、
ご
自
分
の
健

診
結
果
か
ら
生
活
を
見
直
し
、
10
年
後
も

元
気
で
過
ご
せ
る
よ
う
生
活
習
慣
の
改
善

に
取
り
組
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　

今
月
号
の
特
集
「
健
康
戦
略
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
で
は
、
体
験
者
の
２
人
に
自
分
の

取
り
組
み
を
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

自
分
の
健
康
を
守
る
の
は
自
分
し
か
い

ま
せ
ん
。自
分
の
健
診
結
果
を
確
認
し
て
、

継
続
で
き
る
生
活
改
善
の
内
容
を
見
出

し
、
始
め
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
現
状
で
は
、
健
診
受
診
者
の
う
ち

該
当
者
の
半
数
し
か
取
り
組
ん
で
い
た
だ

け
て
い
ま
せ
ん
。「
ま
だ
ま
だ
、
自
分
の

健
康
に
自
信
が
あ
る
か
ら
」、「
忙
し
い
か

ら
」「
な
ん
と
も
な
い
か
ら
」
な
ど
が
理

由
で
実
施
で
き
て
い
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　

一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
サ
ポ
ー
ト
が
で

き
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
も
ア
ド
バ
イ
ス
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
無
理
な
く
、
が

ん
ば
り
す
ぎ
ず
、
で
き
る
こ
と
を
心
が
け

て
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
、
こ
の
ペ
ー
ジ
で
、
体
験
さ

れ
た
人
と
そ
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

よ
り
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
き
、
実
際

の
取
り
組
み
の
内
容
を
参
考
に
し
て
健
康

増
進
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

健
康
増
進
課　

健
康
増
進
係　
　
　

☎
75

－

3
3
5
5

「元気で長生き」の秘訣のために。

健康を維持するため、

生活習慣の改善に

とりくみませんか？

　毎日体重計にのって体
重が増えたら夕食を軽め
にするなど意識するよう
になりました。
　ラージボール卓球の回
数を増やしたり、卓球が
ない日は散歩を40分して
います。

質問 生活習慣の改善を目
指して取り組まれ、
変わったことは？

体重：2.1kg 減
腹囲：7.7cm 減

平成22年度
特定保健指導を受けられた

中村 弘さん （北多久町）声声
住民
さんの

vol.30

保険税の賦課限度（課税の上限）額

平成２３年度
から改正前保険税の内訳

５１万円５０万円 医   療   分

１４万円１３万円後 期 高 齢 者
支  援  分

１２万円１０万円介　護　分
（４０～６４歳）

７７万円７３万円合  計  額

行政からのお知らせ　　


